
1.発生動向 3．新型コロナウイルス感染症の段階適用状況
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＊「1.発生動向」の解釈について

・上段は圏域全体で一週間に診断した患者数
・下段は一つの定点（医療機関）において一週

間に診断した患者数
・下段の定点当たりの数値を表右側の判断基

準と照らし合わせて評価してください。

大崎保健所　栗原支所　疾病対策班
☎0228-22-2117　📠0228-22-7595

HP:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khhwfz/ktindex.html
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４.栗原支所より
※県の在院者数は毎週水曜日時点
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対応状況 〇 ー ー

◎：複数対応中、〇：対応施設あり、ー：対応無し
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【 全数報告疾病 】

2類：結核

女性１名
※全数報告疾病 すべての医師から届け出が必要な疾病

【 定点把握対象疾患 】
• インフルエンザは前週より増加しています。

• 新型コロナウイルス感染症は前週より減少しています。

• 感染性胃腸炎は前週より減少しています。

【 集団発生情報 】
新たな集団発生の報告はありません。

【 感染症コラム ～薬剤の空間噴霧について～ 】
• 「除菌」とは、菌やウイルスの数を減らすことです。

• 物の表面に対して除菌効果をうたう薬品として、アルコール、

塩素系漂白剤である「次亜塩素酸ナトリウム」、食品添加物

である「次亜塩素酸水」などがあります。

• 人がいる環境にこのような薬剤を空間噴霧して使用するこ

とは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響の恐れがあ

るため推奨されていません。また、これをマスクに噴霧し、

薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用すること

は、健康被害の恐れがあるため推奨されていません。

• 「消毒」とは菌やウイルスを死滅させるか除去することです。

品質、有効性、安全性が確認された薬剤のみ、商品に「消

毒」と表記できます。

• 「消毒剤」についても、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込

む恐れのある場所での空間噴霧は推奨していません。「消毒

剤」としての承認が無く、「除菌」のみをうたっているもので

あっても、眼や皮膚への付着や吸入による健康影響の恐れ

がある薬剤も、ここに含まれます。

国の基準に基づき、在院者数に応じた本県の段階（0～Ⅲ）を定め、段階に応じて即応病床数

を設定しています。


